
私立学校振興費（教育改革推進特別経費）補助金事務取扱要領の一部改正新旧対照表 

現   行 改 正 後 

私立学校振興費（教育改革推進特別経費）補助金事務取扱要領 

 

（平成７年２月６日 総務部長決裁） 

[略]   

（令和５年８月31日   一部改正） 

 

 

１～２ [略] 

３ 補助の対象となる学校等 

  要綱第２の２に定める別に定めるものは、次の各号のとおりとする。 

 (１)、(２) ［略］ 

 (新設) 

 

４～８ ［略］ 

 

別紙１、２ [略] 

 

別表１ 

教 育 の 改 革 に 資 す る も の 

１ 教育の質の向上を図る学校支援経費 算定基礎単位 
補助単価又は 

補助上限 

 (1)～(7) ［略］ [略] [略] [略] 

２ 子育て支援推進経費 算定基礎単位 補助単価 

 (1)～(4) [略] [略] [略] [略] 

(新設)   

 

 

 

 

 

 

別表２ [略] 

私立学校振興費（教育改革推進特別経費）補助金事務取扱要領 

 

（平成７年２月６日 総務部長決裁） 

[略]   

（令和５年８月31日   一部改正） 

（令和６年３月１日   一部改正） 

 

１～２ [略] 

３ 補助の対象となる学校等 

  要綱第２の２に定める別に定めるものは、次の各号のとおりとする。 

 (１)、(２) ［略］ 

 (３) 学校における性被害防止対策 

    特別支援学校であって、学校法人が設置するもの。 

４～８ ［略］ 

 

別紙１、２ [略] 

 

別表１ 

教 育 の 改 革 に 資 す る も の 

１ 教育の質の向上を図る学校支援経費 算定基礎単位 
補助単価又は 

補助上限 

 (1)～(7) ［略］ [略] [略] [略] 

２ 子育て支援推進経費 算定基礎単位 補助単価 

 (1)～(4) [略] [略] [略] [略] 

３ 学校における性被害防止対策 算定基礎単位 補助単価 

 学校における性被

害防止対策 

 パーテーション・簡易扉・簡易更衣室等の設置による子

どものプライバシーの保護や保護者からの確認依頼等に

応えるためのカメラによる支援内容の記録などを通じ、施

設における性被害防止対策を推進する私立の特別支援学

校であること。 

当該学校数 50,000円 

 

別表２ [略] 

備考 改正箇所は下線のとおり。 


